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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
十
六
号

令
和
三
年
九
月
三
十
日
東
京
都
議
会
の
議
決
を
得
た
令
和
三
年
度

の
東
京
都
補
正
予
算
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

北
区
十
条
台
二
丁
目
千
八
百
九
十
五
番
、

同
番
一
、
同
番
三
、
板
橋
区
加
賀
一
丁
目

三
千
三
百
五
十
六
番
百
二
及
び
三
千
五
百

七
十
番

令
和
三
年
九
月
二

十
一
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定

し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行

規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
二
十

三
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２８２号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
２３条

第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
３
年
１０月

８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
４
年
１
月
２９日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
４
年
３
月
５
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

２
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
２
号
の
警
備
業
務
（
施
設
警
備
業
務
に
係
る
も

の
を
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

４
検
定
予
定
人
員

６０名

５
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
３
年
１２月

１３日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

６
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
３
年
１２月

２２日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
検
定
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
２
葉

ウ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
各
１
通
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ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

⑷
検
定
手
数
料

１６,０００円

７
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２８３号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２３条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
３
年
１０月

８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
４
年
１
月
２９日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
４
年
３
月
５
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

２
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
４
号
の
警
備
業
務
（
以
下
「
交
通
誘
導
警
備
業

務
」
と
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定

（
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）

４
検
定
予
定
人
員

２０名

５
受
検
対
象
者

⑴
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
交
通
誘
導
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
法
第
２３条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明

書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該

合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
従

事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
で
あ
る
も
の

⑵
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知

識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

６
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
３
年
１２月

１５日
（
水
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
３
年
１２月

２２日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
検
定
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
２
葉

ウ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
各
１
通

ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。
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エ

前
記
５
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１

通ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
従
事
し
て

い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
警
備
業
務

従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い

う
。
）

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
受
検
資
格

認
定
書
の
写
し

⑷
検
定
手
数
料

１４,０００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２８４号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
３
年
１０月

８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
４
年
３
月
１５日

（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
木
曜
日
）

ま
で
の
７
日
間
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除

く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
事
務
所
、
住

宅
、
興
行
場
、
駐
車
場
、
遊
園
地
等
に
お
け
る
盗
難
等
の
事
故
の

発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
「
１
号
警
備
業

務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

１５０名

５
受
講
対
象
者

⑴
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
３
年
以
上
で
あ
る
者

⑵
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４

条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２３条

第

４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

⑷
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
、
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
次
の
者

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員

等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し

た
者

イ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検

定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に

従
事
し
て
い
る
も
の

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
日

令
和
４
年
２
月
１４日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１５日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
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電
話

０３（
３８３７）

２１６０

⑶
受
講
対
象
者
の
確
定
方
法

受
講
対
象
者
の
う
ち
１２０名

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
優
先
す

る
。

ア
現
に
東
京
都
内
に
居
住
す
る
者

イ
現
に
東
京
都
内
に
所
在
す
る
警
備
業
営
業
所
に
属
す
る
者

７
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
４
年
３
月
１
日
（
火
曜

日
）
ま
で
の
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

イ
前
記
５
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次

の
書
面

各
１
通

ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
１
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書

面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

履
歴
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書

に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し

ウ
前
記
５
の
⑶
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑶
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
記
５
の
⑷
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
１
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し

オ
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
２
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備

業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

ウ
前
６
の
⑶
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１
通

ア
前
６
の
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
居
地
を
疎
明
す

る
住
民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
居

地
が
明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
６
の
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
現
に
属
す
る
営
業

所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
６
の
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い

ず
れ
か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
４
年
３
月
８
日
（
火
曜
日
）
及
び
同
月
９
日
（
水
曜

日
）
の
２
日
間

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

４７,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２８５号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
３
年
１０月

８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間
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令
和
４
年
１
月
１２日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
１９日

（
水
曜
日
）

ま
で
の
６
日
間
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
人
若
し
く
は

車
両
の
雑
踏
す
る
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所

に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
を

い
う
。
以
下
「
２
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

１００名

５
受
講
対
象
者

⑴
最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
３
年
以
上
で
あ
る
者

⑵
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４

条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２３条

第

４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

⑷
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
、
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
次
の
者

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員

等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し

た
者

イ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検

定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警
備
業
務
に

従
事
し
て
い
る
も
の

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
日

令
和
３
年
１２月

１
日
（
水
曜
日
）
及
び
同
月
２
日
（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

０３（
３８３７）

２１６０

⑶
受
講
対
象
者
の
確
定
方
法

受
講
対
象
者
の
う
ち
８０名

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
優
先
す
る
。

ア
現
に
東
京
都
内
に
居
住
す
る
者

イ
現
に
東
京
都
内
に
所
在
す
る
警
備
業
営
業
所
に
属
す
る
者

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
３
年
１２月

１６日
（
木
曜

日
）
ま
で
の
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

イ
前
記
５
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次

の
書
面

各
１
通

ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
２
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書

面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

履
歴
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書

に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し

ウ
前
記
５
の
⑶
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
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事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑶
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
記
５
の
⑷
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
１
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し

オ
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
２
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備

業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

ウ
前
６
の
⑶
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１
通

ア
前
６
の
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
居
地
を
疎
明
す

る
住
民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
居

地
が
明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
６
の
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
現
に
属
す
る
営
業

所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
６
の
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い

ず
れ
か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
３
年
１２月

２３日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
２４日

（
金
曜

日
）
の
２
日
間

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

３８,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２８６号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２

条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
３
年
１０月

８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
４
年
２
月
７
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
１０日

（
木
曜
日
）

ま
で
の
４
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
事
務
所
、
住

宅
、
興
行
場
、
駐
車
場
、
遊
園
地
等
に
お
け
る
盗
難
等
の
事
故
の

発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
「
１
号
警
備
業

務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

１４０名

５
受
講
対
象
者

法
第
２
条
第
１
項
に
定
め
る
警
備
業
務
の
う
ち
、
１
号
警
備
業

務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
２２条

第
２
項
に
規
定
す

る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
資
格
者
証
」
と
い
う
。
）
又
は
規
則
第
７
条
第
１
項
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下

「
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の

⑴
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
３
年
以
上
で
あ
る
者

⑵
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４

条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２３条

第

４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の
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⑷

東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
、
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
次
の
者

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員

等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し

た
者

イ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検

定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に

従
事
し
て
い
る
も
の

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
日

令
和
４
年
１
月
６
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
７
日
（
金
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
３８３７）

２１６０

⑶
受
講
対
象
者
の
確
定
方
法

受
講
対
象
者
の
う
ち
１１０名

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
優
先
す

る
。

ア
現
に
東
京
都
内
に
居
住
す
る
者

イ
現
に
東
京
都
内
に
所
在
す
る
警
備
業
営
業
所
に
属
す
る
者

７
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
４
年
１
月
２４日

（
月
曜

日
）
ま
で
の
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

イ
１
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
の
写
し
又
は
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
の
写
し

１
通

ウ
前
記
５
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次

の
書
面

各
１
通

ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
１
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書

面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

履
歴
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書

に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し

ウ
前
記
５
の
⑶
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑶
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
記
５
の
⑷
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
１
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し

オ
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
２
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備

業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
６
の
⑶
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１
通

ア
前
６
の
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
居
地
を
疎
明
す

る
住
民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
居

地
が
明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
６
の
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
現
に
属
す
る
営
業

所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
６
の
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い

ず
れ
か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

８
受
講
料
納
入
手
続
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⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
４
年
１
月
３１日

（
月
曜
日
）
及
び
同
年
２
月
１
日
（
火

曜
日
）
の
２
日
間

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

２３,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２８７号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
４２条

第
２
項
第
１
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習

等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第

１３条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
３
年
１０月

８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
４
年
３
月
１
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
４
日
（
金
曜
日
）

ま
で
の
４
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
予
定
人
員

６０名

４
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
日

令
和
４
年
２
月
２
日
（
水
曜
日
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
３８３７）

２１６０

５
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
４
年
２
月
１６日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

６
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
４
年
２
月
２２日

（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
木
曜

日
）
ま
で
の
２
日
間
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２３

年
法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

３９,０００円

７
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２８８号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
３
年
１０月

８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
審
査
の
種
類

普
通
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転

免
許
を
除
く
。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る
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こ
と
。

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能

ア
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

⑵
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識

ア
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

イ
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

エ
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
附
則
第
３
条
第
１

項
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
３
年
１１月

８
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
１２日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
３
年
１０月

２１日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
２２日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
府
中
市
多
磨
町
三

丁
目
１
番
地
の
１
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
３
年
１０月

１１日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

１９,５００円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第

２
１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品
及
び
服
装

⑴
携
行
品

ア
運
転
免
許
証

イ
筆
記
用
具

ア
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

イ
赤
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

⑵
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５０―５２６５

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
月
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

狛
江
市
西
野
川
一
丁
目
百
三
十
八

番
二
、
同
番
八
か
ら
同
番
十
ま
で
、

同
番
十
五
か
ら
同
番
二
十
ま
で
、

百
四
十
番
二
、
同
番
八
及
び
同
番

十
一
か
ら
同
番
十
七
ま
で

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う
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と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
十
月
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

西
友
巣
鴨
店

二

店
舗
所
在
地

豊
島
区
巣
鴨
二
丁
目
六
番
一
号

三

設
置
者
名

日
本
醸
造
工
業
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

文
京
区
小
石
川
三
丁
目
十
八
番
九
号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫

八

変
更
日

令
和
三
年
三
月
一
日

九

届
出
日

令
和
三
年
九
月
九
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
月
八
日
か
ら
令
和
四
年
二

月
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

相
互
池
袋
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

豊
島
区
東
池
袋
四
丁
目
二
十
七
番
十
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
東
京
木
材
相
互
市
場

四

設
置
者
住
所

練
馬
区
北
町
六
丁
目
三
十
二
番
三
十
六

号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫

八

変
更
日

令
和
三
年
三
月
一
日

九

届
出
日

令
和
三
年
九
月
九
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
月
八
日
か
ら
令
和
四
年
二

月
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
廃
止
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

池
袋
西
口
共
同
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

豊
島
区
西
池
袋
三
丁
目
二
十
八
番
四
号

三

設
置
者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

店
舗
面
積
の
合
計

が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
と
な
る
日

令
和
三
年
九
月
三
十
日

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

西
友
深
沢
店

二

店
舗
所
在
地

世
田
谷
区
深
沢
一
丁
目
八
番
一
号

三

設
置
者
名

日
本
濾
過
機
株
式
会
社

四

意
見
書

ア

提
出
者
及
び

住
所

組
合

世
田
谷
区

イ

概
要

地
域
の
安
心
・
安
全
、
地
域
文
化
へ
の
貢
献

・
活
性
化
を
更
に
検
討
し
て
欲
し
い
。

ウ

収
受
日

令
和
三
年
九
月
十
六
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興

課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
月
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
八
日
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ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る

条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を

除
く
。
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